
第
二
章　

福
野
町
と
夜
高
曳
山
行
事
の
歴
史



- 62 -

第
一
節　

地
勢
・
地
形

富
山
県
南
砺
市
福
野
は
、
砺
波
平
野
の
う
ち
南
砺
地
方
の
中
心
に
あ
た
る
。
小

矢
部
川
と
庄
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
南
か
ら
北
へ
ゆ
る
や
か
に
下
が
る
複
合
扇
状

地
に
位
置
し
、
旧
福
野
町
の
中
心
点
と
い
う
べ
き
通
称
「
四
つ
角
」
付
近
の
標
高
は

六
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
。
扇
状
地
の
た
め
地
下
水
が
得
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
節　

福
野
地
域
の
歴
史

古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
旧
福
野
町
域
は
砺
波
郡
に
属
し
、
平
安
時
代
の
『
和

名
類
聚
抄
』
に
み
え
る
同
郡
川
上
郷
・
高
楊
郷
な
ど
を
こ
こ
に
比
定
す
る
説
も
あ
る
。

中
世
に
は
い
く
つ
か
の
荘
園
が
知
ら
れ
、
旧
福
野
町
域
に
は
野
尻
庄
（
野
尻
保
）
が

あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
、
承
久
の
乱
後
に
は
相
模
国
の
御
家
人
波
多
野
時
光
が
地
頭
と

な
り
、
そ
の
子
孫
が
野
尻
氏
を
名
乗
っ
た
と
い
う
。

鎌
倉
時
代
末
（
一
三
〇
九
年
以
前
）
、
時
宗
の
僧
浄
阿
が
野
尻
で
布
教
を
行
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
日
蓮
宗
徒
と
も
め
ご
と
に
な
っ
た
が
地
元
の
領
主
野
尻
某
に
よ
り
救

わ
れ
た
と
い
う
（
「
浄
阿
上
人
絵
詞
伝
」
『
国
文
東
方
仏
教
叢
書
』
第
二
輯
第
五
巻
）
。

そ
の
後
、
一
四
世
紀
末
頃
に
本
願
寺
綽
如
が
越
中
国
砺
波
郡
の
井
波
の
杉
谷
へ
隠
棲

し
、
一
三
九
〇
年
に
瑞
泉
寺
を
開
い
た
と
い
う
。
そ
の
際
、
京
都
か
ら
井
波
へ
向
か

う
途
中
、
「
富
野
」
の
普
願
寺
に
休
ん
だ
と
い
う
。
同
寺
は
、
現
在
の
南
砺
市
二
日

町
に
位
置
し
、
綽
如
が
植
え
た
と
い
う
栖
息
の
松
跡
が
あ
る
。

現
在
ま
で
続
く
二
日
町
の
地
名
か
ら
見
て
、
福
野
付
近
で
毎
月
二
の
つ
く
日
の

定
期
市
が
立
て
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
地
域
が
早
く
か
ら
交
易
の
場
と
な
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
遊
行
に
よ
る
庶
民
へ
の
布
教
を
特
徴
と
す
る
時
宗
が
布
教
し
、

浄
土
真
宗
の
綽
如
が
滞
在
し
た
と
い
う
伝
承
も
、
野
尻
の
地
が
布
教
・
交
易
に
適
し

た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

江
戸
時
代
に
至
り
越
中
国
は
前
田
氏
の
領
地
と
な
り
、
前
田
利
常
が
主
導
し
た

図1.中世の福野周辺地図 (福野町史より作成 )
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改
作
仕
法
に
も
と
づ
く
農
政
改
革
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
政
策
で
は
支
配
強
化
、
新
田

開
発
が
進
め
ら
れ
、
新
た
な
町
立
て
が
推
奨
さ
れ
た
ら
し
い
。
と
く
に
越
中
国
砺
波

平
野
で
は
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の
福
町
（
今
石
動
。
小
矢
部
市
）
か
ら
相
次

い
で
「
町
立
」
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
元
の
有
力
農
民
の
願
い
出

に
よ
る
か
た
ち
で
あ
っ
た
（
深
井
甚
三
『
近
世
の
地
方
都
市
と
町
人
』
第
二
章
第
五

節　

一
九
九
五
年
）
。

慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
本
江
村
（
阿
曾
）
三
右
衛
門
ら
が
、
二
日
町
か
ら
東

南
へ
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
野
尻
野
の
追
分
に
福
野
新
町
を
町
立
て
し
た
。
こ
の
時

の
願
書
が
残
さ
れ
て
お
り
（
慶
安
二
年
〔
一
六
四
九
〕
六
月
「
福
野
町
立
願
御
印
物

写
」
『
福
野
町
史　

古
文
書
編
』
四
一
号
、
六
四
頁
。
以
下
、
同
書
の
史
料
は
番
号
、

頁
の
み
を
記
す
）
、
そ
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
野
町
は
砺
波
平
野
全
体

の
中
心
に
位
置
し
、
こ
の
前
後
に
町
立
て
さ
れ
た
各
地
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
里
程
の
距

離
に
あ
り
、
物
資
集
散
の
地
と
し
て
好
条
件
に
あ
っ
た
。

追
分
と
は
道
の
分
岐
点
を
指
す
地
名
で
、
こ
こ
で
は
砺
波
平
野
を
南
北
に
通
る

高
岡
と
城
端
を
結
ぶ
幹
線
道
と
石
動
・
福
光
・
井
波
の
各
地
へ
の
道
が
交
差
す
る
地

点
を
言
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
で
も
福
野
町
の
祭
礼
の
中
心
地
で
あ
る
、
い
わ

ゆ
る
四
つ
角
の
地
点
が
、
そ
の
町
立
て
の
中
心
地
追
分
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
交
叉
点
は
十
字
形
で
は
な
く
卍
字
形
が
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
、
城
下
町
や
宿
場
に
見
ら
れ
る
軍
事
的
防
衛
目
的
の
鍵
の
手
と
同
様
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
深
井
甚
三
は
火
災
時
に
南
か
ら
の
風
の
吹
き
抜
け
を
妨
げ
る
延
焼
防
止

で
は
な
い
か
と
す
る
。

町
立
て
の
出
願
者
は
本
江
村
の
阿
曾
三
右
衛
門
で
、
慶
安
二
年
六
月
に
奉
行
に

町
立
て
の
願
書
を
提
出
し
た
。
三
右
衛
門
は
有
力
農
家
の
出
身
で
地
域
の
リ
ー
ダ
ー

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
農
業
よ
り
も
経
済
活
動
を
推
進
し
た
人
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

る
。
彼
は
こ
の
後
、
福
光
新
町
の
町
立
て
も
行
っ
た
。
さ
ら
に
年
貢
米
な
ど
の
遠
方

へ
の
納
入
の
不
便
を
解
消
す
る
た
め
、
小
矢
部
川
の
舟
運
の
要
地
で
あ
る
津
沢
に
御

蔵
を
造
り
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
津
沢
新
町
を
立
て
、
そ
の
地
で
没
し
た
。

（
天
明
六
年
〔
一
七
八
六
〕
八
月
「
福
野
町
開
祖
阿
曽
三
右
衛
門
百
回
忌
顕
彰
碑
銘
稿
」

四
九
号
、
七
七
頁
）
。
阿
曾
三
右
衛
門
は
砺
波
平
野
に
お
い
て
三
箇
所
の
町
立
て
と

津
沢
の
御
蔵
設
置
を
行
い
、
後
世
ま
で
そ
の
偉
業
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。

願
書
に
は
、
追
分
と
い
う
と
こ
ろ
の
未
耕
作
地
に
、
五
、
六
〇
軒
の
家
を
建
て
、

翌
年
か
ら
地
子
銀
（
税
金
）
を
藩
に
納
め
る
事
、
呼
び
集
め
た
人
々
に
は
、
郡
中
の

人
夫
、
伝
馬
を
免
除
さ
せ
て
ほ
し
い
こ
と
、
毎
月
二
・
七
日
の
六
斎
市
を
立
て
る
こ
と
、

井
戸
水
を
得
に
く
い
の
で
、
院
林
の
用
水
を
引
用
す
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

藩
は
慶
安
三
年
正
月
に
こ
れ
を
許
可
し
た
。
六
斎
市
に
つ
い
て
は
、
承
応
四
年

（
一
六
五
五
）
の
規
定
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
再
確
認
の
規
定
に
基
づ
い
て

運
用
さ
れ
、
月
六
回
の
定
期
市
は
、
町
内
に
六
つ
の
地
点
を
設
定
し
、
毎
回
、
場
所

を
変
え
る
こ
と
と
し
た
。
市
頭
も
月
ご
と
に
交
代
す
る
こ
と
と
し
町
全
体
の
利
益
の

1.恩光寺境内の阿曾三右衛門像
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公
平
を
は
か
っ
た
（
寛
文
八
年
〔
一
六
六
八
〕
二
月
「
福
野
町
草
市
の
申
合
せ
に
つ

き
惣
連
判
書
付
」
四
八
号
、
七
六
頁
）
。
さ
ら
に
諸
商
売
諸
職
人
の
居
住
が
許
さ
れ
、

振
り
売
り
商
人
の
鑑
札
も
あ
た
え
ら
れ
、
町
の
人
が
砺
波
の
村
々
へ
振
り
売
り
に
出

た
。し

か
し
町
立
て
か
ら
間
も
な
い
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
春
、
大
火
が
発
生
し

全
戸
が
焼
失
し
た
。
町
で
は
加
賀
藩
へ
復
興
の
た
め
御
城
銀
拝
借
願
書
を
提
出
し
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
一
貫
目
の
御
城
銀
が
貸
し
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
借
銀
は
、
万
治

二
年
（
一
六
五
九
）
に
元
利
と
も
返
済
さ
れ
て
い
る
の
で
、
経
済
が
繁
栄
し
て
い
た

と
想
像
さ
れ
る
（
万
治
二
年
〔
一
六
五
九
〕
九
月
「
福
野
新
町
火
事
の
節
、
借
用
御

城
銀
返
済
状
」
四
六
号
、
七
五
頁
）
。

こ
の
大
火
の
後
、
伊
勢
神
宮
を
勧
請
し
福
野
神
明
社
と
し
て
祀
っ
た
と
い
う
。

そ
の
神
霊
を
奉
じ
た
一
行
が
倶
利
伽
羅
峠
に
差
し
掛
か
っ
た
頃
、
日
が
暮
れ
た
の
で
、

町
の
人
々
が
行
燈
を
持
っ
て
迎
え
に
行
っ
た
。
こ
れ
が
夜
高
行
燈
の
起
源
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
。

寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
の
村
御
印
に
は
「
福
野
村
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

主
要
な
税
目
は
地
子
銀
で
あ
り
農
村
で
は
な
く
町
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
。
他
に
小
物
成
の
、
鮎
川
役
、
油
役
が
あ
っ
た
（
寛
文
一
〇
年
〔
一
六
七
〇
〕
九

月
「
福
野
村
な
ど
四
六
ケ
村
、
萬
物
成
書
」
二
二
四
号
、
三
一
二
頁
）
。
藩
に
よ
る

公
称
が
「
村
」と
さ
れ
た
こ
と
は
、
福
野
町
住
民
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
く
、「
町
」

へ
の
変
更
を
願
い
続
け
、
よ
う
や
く
天
保
七
年
（
一
八
三
五
）
に
、
改
作
関
係
以
外

の
書
類
で
は
「
福
野
町
」
と
名
乗
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
（
天
保
六
年
〔
一
八
三
五
〕

閏
七
月
「
福
野
村
名
を
町
と
唱
え
方
願
書
」
、
同
八
年
正
月
「
福
野
村
を
町
と
唱
え

方
聞
届
書
」
五
一
・
五
二
号
、
八
二
頁
）
。

町
立
て
当
初
の
二
ヶ
年
で
家
数
は
六
四
軒
と
な
り
、
元
禄
期
（
一
七
世
紀
末
）

に
は
一
九
八
軒
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
、
四
一
九
軒
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

2.明和 7年 (1770) 福野町絵図 (市指定文化財 )　中央の十字路が「四つ角」(現在とわずかに食い違いがある )
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に
は
四
九
五
軒
で
あ
っ
た
。　

江
戸
時
代
半
ば
か
ら
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
綿
織
物
の
桟
留
縞
の
生
産

で
あ
る
。

寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）
に
福
野
の
寺
島
屋
源
四
郎
が
加
賀
藩
か

ら
幕
用
の
布
を
織
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
広
ま
っ
た
と
い
い
、

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
、
美
濃
方
面
か
ら
岡
崎
新
左
衛
門
ら
の
職
工
を
招
い
て
、

綿
織
物
菅
大
臣
縞
の
製
造
を
は
か
っ
た
と
も
い
う
。
文
政
一
二
年
四
月
に
源
四
郎
が

加
賀
藩
産
物
方
主
附
の
宮
腰
屋
甚
六
に
宛
て
た
書
状
に
「
ま
ず
縮
縞
の
生
産
を
は
じ

め
た
と
こ
ろ
、
地
方
の
人
の
稼
ぎ
に
も
な
る
こ
と
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
世
話
を
し
て
か

な
り
の
生
産
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
あ
り
、
同
年
産
物
方
取
扱
と
な
っ
た
（
文

政
一
二
年
〔
一
八
二
九
〕
四
月
「
寺
嶋
屋
源
四
郎
、
桟
留
縞
織
出
し
に
つ
き
願
書
」
、

同
六
月
「
福
野
桟
留
縞
、
産
物
方
取
扱
い
と
な
る
に
つ
き
仕
入
・
売
捌
仕
法
申
渡
書
」

三
一
五
・
三
一
六
号
、
四
五
一
頁
）
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
事
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
ら
し
い
。

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
、
金
沢
の
技
師
峰
岸
庄
吉
が
染
織
法
や
糊
付
法
を
改
良

し
、
化
学
染
料
の
使
用
に
よ
っ
て
、
福
野
は
北
陸
に
お
け
る
綿
織
物
の
主
産
地
と
な

り
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
か
ら
動
力
機
械
が
導
入
さ
れ
、
綿
織
物
工
業
は
福
野

町
の
基
幹
産
業
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
福
野
町
の
繁
栄
が
、
福
野
神
明
社
の
五
月
祭
礼
の
成
立
と
繁
栄
の

基
盤
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節　

福
野
神
明
社
五
月
祭
礼
の
歴
史

夜
高
行
燈
祭
は
、
福
野
町
の
福
野
神
明
社
の
五
月
の
祭
礼
行
事
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
祭
礼
と
く
に
夜
高
行
燈
に
つ
い
て
は
、
福
野
神
明
社
神
官
で
砺
波
高
等
女
学
校

の
教
員
で
も
あ
っ
た
河
合
正
則
が
早
く
か
ら
解
説
な
ど
を
書
い
て
い
る(

後
述)

。

そ
の
後
、
昭
和
四
五
年(

一
九
七
〇)

に
長
岡
一
忠
が
『
福
野
の
夜
高
あ
ん
ど
ん
雑

考
』
を
著
し
、
い
ま
も
基
本
文
献
と
な
っ
て
い
る
（
同
書
の
書
名
は
、
表
紙
は
「
夜

高
ま
つ
り
」
、
目
次
は
「
福
野
の
夜
高
ま
つ
り
雑
考
」
、
奥
付
に
は
「
福
野
の
夜
高
あ

ん
ど
ん
雑
考
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
所
蔵
図
書
館
に
よ
り
登
録
書
名
が
異
な
っ
て
い

る
。こ
こ
で
は
国
会
図
書
館
の
登
録
名
に
従
う
。な
お
同
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
）
。
そ
し
て
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
に
福
野
夜
高
保
存

会
が
刊
行
し
た
『
記
念
誌　

万
燈
』
が
現
段
階
の
総
合
的
な
調
査
成
果
で
あ
る(

写

真
４)

。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
成
果
お
よ
び
史
料
調
査
で
得
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い

て
前
近
代
の
状
況
を
概
観
し
よ
う
。

福
野
神
明
社
は
、
街
の
中
心
い
わ
ゆ
る
四
つ
角
の
す
ぐ
近
く
の
横
町
に
鎮
座
す

る
こ
と
か
ら
み
て
、
福
野
町
の
町
立
に
と
も
な
っ
て
伊
勢
神
宮
を
勧
請
し
た
と
想
像

さ
れ
る
が
、
創
建
に
関
す
る
詳
し
い
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
慶
安
五
年
に
大
火

で
町
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
た
後
、
町
の
安
寧
を
祈
っ
て
祀
っ
た
と
も
い
う
。

後
の
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
の
社
殿
再
建
時
の
祝
詞(

長
岡
著
書
に
引
用)

3.桟留縞で装丁された『福野町史』

4.『万燈』『福野の夜高あんどん雑考』表紙
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に
は
、
福
野
に
大
御
神
を
祀
っ
て
か
ら
二
百
年
ば
か
り
と
述
べ
て
い
る
。
町
立
の
慶

安
二
年
（
一
六
四
九
）
か
ら
は
二
百
年
に
満
た
な
い
が
、
概
数
を
あ
げ
て
い
る
と
考

え
れ
ば
、
町
立
の
こ
ろ
の
創
建
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
本
殿
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
社
殿
は
末

社
天
満
宮
本
殿
に
転
用
さ
れ
て
い
た
。

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
は
御
蔵
町
か
ら
、江
戸
時
代
初
期
の
作
品
で
あ
る
「
北

野
社
頭
阿
国
歌
舞
伎
図
」
屏
風
半
双
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
（
小
林
忠
「
北
野
社
頭
阿

国
歌
舞
伎
図
」『
国
華
』
九
一
四
号
、
一
九
六
八
年
、
村
木
桂
子
「
福
野
神
明
社
所
蔵
《
北

野
社
頭
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
》
の
美
術
史
的
意
義
に
つ
い
て
」
『
関
西
大
学
東
西
学

術
研
究
所
紀
要
』
第
五
一
輯
、
二
〇
一
八
年
）
。
福
野
町
の
繁
栄
に
よ
る
御
蔵
町
の

発
展
を
物
語
る
。

そ
の
後
、
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
か
ら
、
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
が
建
設
さ
れ
、

天
保
三
年(

一
八
三
二)

に
完
成
し
た
。
現
在
の
社
殿
で
あ
る
。
こ
の
再
建
に
関
し

て
は
、
祝
詞
の
ほ
か
に
も
史
料
が
残
さ
れ
経
緯
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
三
八
号
、

五
九
七
頁
）
。
経
費
は
銭
二
、
七
〇
〇
貫
文
、
銀
二
貫
余
り
で
、
材
木
は
大
坂
か
ら
海

上
輸
送
で
調
達
す
る
な
ど
、
高
額
の
費
用
を
掛
け
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
街
の
財

力
を
思
わ
せ
、
そ
れ
が
祭
礼
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

神
明
社
に
隣
接
す
る
恩
光
寺
は
も
と
増
山
城
主
神
保
氏
が
庄
金
剛
寺
の
地
に
創

建
し
た
菩
提
寺
と
さ
れ
る(

写
真
６)

。
砺
波
市
庄
川
町
庄
に
伝
恩
光
寺
跡
の
二
本

杉
が
あ
り
、
こ
こ
が
そ
の
地
と
い
わ
れ
て
い
る
。
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
長
尾
為

景
の
兵
乱
に
か
か
っ
て
衰
退
し
て
い
た
が
、
承
応
二
年(

一
六
五
三)

に
福
野
町
に

移
っ
た
と
い
う
。
そ
の
前
年
の
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
に
福
野
町
は
大
火
で
焼
亡

し
て
い
る
の
で
、
阿
曽
三
右
衛
門
が
町
の
復
興
に
あ
わ
せ
て
移
転
さ
せ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
恩
光
寺
と
同
時
に
勧
請
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
同
寺
の
鎮
守

の
秋
葉
三
尺
坊
大
権
現
は
す
な
わ
ち
火
伏
の
神
で
あ
り
、
鎮
火
・
火
災
防
護
を
願
っ

て
移
転
さ
れ
た
も
の
と
い
う
（
『
阿
曽
三
右
衛
門
翁
事
蹟
』
一
九
五
八
年
、
福
野
・

福
光
新
町
・
津
沢
開
祖
阿
曽
翁
三
百
回
忌
大
法
要
奉
讃
会
）
。

こ
の
よ
う
に
福
野
町
の
中
心
に
位
置
す
る
福
野
神
明
社
と
恩
光
寺
は
、
と
も
に

慶
安
五
年
の
大
火
の
後
の
復
興
が
創
始
の
契
機
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
明
確
な
記

録
は
見
当
た
ら
な
い
。

神
明
社
の
春
季
祭
礼
は
神
輿
巡
幸
、
曳
山
、
屋
台
、
そ
し
て
特
色
の
あ
る
夜
高

行
燈
で
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
創
始
の
正
確
な
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、
四
基
の
曳
山
、

屋
台
の
巡
行
が
は
じ
ま
っ
た
正
確
な
時
期
は
定
か
で
は
な
い
。
史
料
上
は
、
上
町
の

文
政
四
年(

一
八
二
一)

『
や
た
い
稽
古
并
中
入
等
記
帳
』(

後
掲
史
料
①)

の
書

き
継
ぎ
部
分
に
「
酉
歳
、
当
歳
ハ
山
や
た
い
出
不
申
候
事
」
と
あ
る
記
述
が
古
い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
酉
年(

文
政
八
・
一
八
二
五
年)

は
、
屋
台
を
出
さ
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
恒
例
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

6.恩光寺山門 (市指定文化財 )

5. 福野神明社遷座祭祝詞 ( 部分 )
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一
方
で
夜
高
行
燈
に
つ
い
て
の
関
心
は
高
く
、
前
述
の
よ
う
に
神
明
社
の
創
建

と
結
び
つ
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
神
明
社
の
勧
請
お
よ

び
夜
高
行
燈
の
由
来
を
物
語
る
最
も
古
い
情
報
は
、
古
文
書
な
ど
で
は
な
く
、
長
岡

著
書
に
引
用
さ
れ
る
次
の
新
聞
記
事
で
あ
る
。
基
本
史
料
で
あ
る
の
で
全
文
を
引
用

す
る
。

【
「
北
陸
タ
イ
ム
ス
」
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
五
月
一
日
付
】

　
　

今
明
両
日
執
行
す
る
福
野
町
春
祭
は
彼
の
有
名
な
る
福
野
の
夜
鷹
祭
と
て

　
　

地
方
に
於
て
先
づ
評
判
の
祭
礼
な
る
が
、
今
其
夜
鷹
祭
礼
の
由
来
と
い
う
を
案

　
　

ず
る
に
福
野
町
は
往
古
野
尻
野
郷
と
称
し
、
荊
穢
生
ひ
茂
れ
る
荒
野
に
し
て
大

　
　

蛇
の
棲
み
居
り
し
よ
り
蛇
の
島
と
も
称
せ
ら
れ
し
所
な
る
が
、
今
よ
り
四
五
百

　
　

年
前
遊
部
の
三
右
衛
門
と
い
ふ
者
土
人
を
駆
集
め
荒
野
を
開
拓
し
人
家
を
構
へ

　
　

し
が
、
水
利
の
便
な
る
と
土
地
の
豊
饒
な
り
し
と
に
依
り
、
次
第
に
人
家
も
殖

　
　

ゆ
る
に
随
ひ
、
交
通
の
便
も
開
け
遂
に
都
邑
と
な
り
爾
来
幾
多
の
変
遷
を
経
て

　
　

今
日
に
至
り
し
も
の
、
今
よ
り
三
百
余
年
前
人
家
漸
く
殖
へ
小
邑
を
形
ち
造
り

　
　

し
よ
り
一
堂
宇
を
建
て
神
体
を
奉
置
す
る
こ
と
と
な
り
、
伊
助
と
呼
べ
る
も
の

　
　

外
二
名
が
百
難
を
侵
し
て
伊
勢
の
国
に
至
り
、
数
十
日
の
行
程
を
以
つ
て
住
吉

　
　

明
神
の
御
神
体
を
奉
仕
し
、
夜
陰
を
犯
し
て
帰
郷
せ
し
よ
り
庶
民
歓
呼
の
情
に

　
　

充
て
老
若
男
女
互
に
手
灯
、
行
燈
、
松
火
を
携
え
て
郊
外
に
奉
迎
し
、
町
内
を

　
　

練
り
廻
し
よ
り
基
因
し
其
後
毎
年
五
月
一
、
二
日
を
奉
祭
と
定
め
歓
迎
当
時
の

　
　

如
く
行
燈
を
出
し
て
古
事
を
行
ひ
来
り
し
も
中
興
に
至
り
古
事
漸
く
廃
れ
、
全

　
　

く
行
燈
を
出
さ
ざ
り
し
こ
と
あ
り
し
か
ば
、
其
年
大
火
に
罹
り
人
家
七
軒
を
残

　
　

し
て
全
町
烏
有
に
帰
し
た
る
よ
り
現
に
七
ツ
屋
と
称
す
る
一
部
落
は
当
時
の
焼

　
　

残
り
な
り
。
之
れ
神
罪
を
蒙
り
た
る
な
り
と
て
、
其
翌
年
よ
り
亦
々
復
活
を
見

　
　

る
に
至
り
今
日
に
至
り
し
も
の
の
由
に
て
最
初
は
数
個
の
大
な
る
角
行
燈
を
町

　
　

内
の
若
者
連
が
奴
姿
の
装
束
に
て
担
ぎ
廻
り
し
も
の
な
る
が
、
漸
次
変
化
し
て

　
　

意
匠
を
凝
し
た
る
造
物
の
行
燈
を
出
す
様
に
な
り
し
よ
り
、
各
町
内
毎
に
競
争

　
　

的
に
趣
好
を
凝
し
今
日
に
て
は
立
派
な
る
技
術
と
し
て
他
に
誇
る
べ
き
意
匠
行

　
　

灯
三
十
余
台
を
奴
姿
の
若
者
が
囃
歌
面
白
く
町
内
を
練
廻
る
事
と
て
美
観
壮
観

　
　

は
実
に
今
明
両
日
の
福
野
町
は
宛
ら
不
夜
城
と
化
す
べ
く
殊
に
本
年
は
各
町
内

　
　

と
も
大
張
込
に
て
全
部
新
趣
好
を
凝
し
た
る
も
の
を
以
て
製
作
上
の
競
技
会
を

　
　

も
催
す
と
云
え
ば
一
層
の
美
観
を
見
る
べ
し
。
猶
三
日
は
同
町
独
特
の
曳
山
及

　
　

屋
台
を
も
出
し
祇
園
囃
に
て
練
廻
る
と
い
へ
ば
定
め
て
賑
ふ
事
な
る
べ
し
。

新
聞
記
事
で
あ
る
の
で
根
拠
が
わ
か
ら
ず
、
一
部
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
長
岡

が
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
祭
神
を
住
吉
明
神
と
し
て
い
る
こ
と
、
阿
曽
三
右
衛

門
を
遊
部
の
人
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
に
次
ぐ
史
料
と
し
て
、
次
に
挙
げ
る
「
越
中
福
野
夜
高
祭
絵
葉
書
」(

後
掲

史
料)

の
解
説
が
あ
る(

写
真
７
、
翻
刻
を
資
料
編
に
所
収)

。
押
印
さ
れ
た
記
念

ス
タ
ン
プ
の
日
付
に
よ
り
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
以
前
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
河
合
正
則
氏
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
神
明
社
に
伝
え
ら
れ

て
い
た
内
容
と
み
て
よ
い
。

【
越
中
福
野
町
夜
高
行
燈
の
解
説
】

　
　

福
野
町
。
富
山
県
東
砺
波
郡
に
あ
り
、
砺ト

ナ

ミ波
平
野
の
中
央
に
位
置
し
、
中

　
　

越
線
、
加
越
線
の
交
叉
点
に
し
て
交
通
至
便
、
人
口
五
千
余
、
木
綿
織
を
産
す

　
　

所
謂
福
野
縞
之
な
り
。

　
　

福
野
町
は
昭
和
六
年
よ
り
二
百
八
十
二
年
前
、
慶
安
二
年
に
、
野ノ

ジ

リ尻
の
郷

　
　

士
阿
曾
三
右
衛
門
が
郡
奉
行
に
願
出
で
翌
年
許
可
を
得
て
創
立
し
た
る
市イ

チ

バ

マ

チ

場
町

　
　

な
り
。
爾
来
今
日
に
至
る
ま
で
毎
月
二
と
七
の
日
に
市
行
は
る
。

　
　

神
明
社
の
創
立
と
五
月
大
祭
。
福
野
町
福
野
の
氏
神
に
し
て　

天
照
皇
大

　
　

神　

豊
受
皇
大
神
を
奉
祀
す
。

　
　

福
野
町
の
創
立
後
慶
安
五
年
に
伊
勢
神
宮
よ
り
勧
請
せ
る
も
の
と
伝
ふ
。
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そ
の
御
霊
代
御
着
の
日
、
倶ク

リ

カ

ラ

利
伽
羅
辺
に
て
日
暮
れ
た
る
に
よ
り
、
町
民
は

　
　

挙
つ
て
提
灯
代
り
の
行
燈
を
携
へ
て
奉
迎
せ
り
。
此
の
由
来
に
基
つ
き
毎
年
五

　
　

月
大
祭
に
あ
た
り
、
一
日
の
宵
祭
及
び
翌
二
日
〔
例
祭
執
行
の
後
、
神
輿
を　

　

御オ

タ

ビ

シ

ヨ

旅
所
に
奉
安
〕
の
御
旅
所
祭
の
両
夜
、
行
燈
を
持
参
し
参
詣
し
た
る
も
の
、
次

　
　

第
に
習
慣
と
な
り
、
更
に
そ
の
行
燈
に
意
匠
を
加
へ
競
う
て
大
い
な
る
も
の
を

　
　

製
し
遂
に
地
方
特
有
の
神
事
と
な
れ
り
。
五
月
三
日
に
は
神
輿
の
渡
御
あ
り
、

　
　

こ
の
日
各
町
の
山
車
並
に
屋
台
を
曳
出
し
て
全
町
を
練
廻
る
。
蓋
し
神
輿
に
随

　
　

行
す
る
の
謂
な
り
。

　
　

夜ヨ
タ
カ
ア
ン
ド
ン

高
行
燈
。
略
し
て
「
夜
高
」
と
い
ひ
、
或
は
「
に
は
か
」
と
も
い
ふ
。
五

　
　

月
一
日
二
日
の
両
夜
、
全
町
に
て
約
三
十
台
の
大
紅マ

マ

燈
に
火
を
点
じ
て
美
観
壮

　
　

観
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

　
　

其
の
構
造
は
中
心
に
武
者
絵
の
勇
壮
な
る
を
描
け
る
「
田デ

ン
ガ
ク楽

」
行ア

ン
ド
ン燈

〔
元

　
　

は
奉
書
十
八
枚
張
り
位
あ
り
し
も
今
は
九
枚
乃
至
六
枚
張
り
と
な
る
〕
あ
り
、

　
　

そ
の
上
方
前
後
に
「
釣ツ

リ
モ
ノ物

」
を
吊
る
し
、
更
に
頂
に
「
山ダ

シ車
」
を
据
う
。

　
　

こ
の
釣
物
も
山
車
も
竹
を
以
っ
て
骨
組
を
作
り
、
紙
を
貼
り
、
蝋
に
て
線
、

　
　

模
様
を
描
き
赤
を
主
と
せ
る
彩
色
を
施
し
た
る
も
の
に
て
、
高
御
座
、
神
輿
、

　
　

花
鳥
、
人
物
、
城
郭
、
舟
、
車
、
等
の
形
を
表
す
。
そ
の
技
巧
極
め
て
精
細
、

　
　

人
目
を
驚
か
す
も
の
あ
り
。
而
も
こ
れ
毎
年
そ
の
構
造
意
匠
を
新
案
す
る
も
の

　
　

な
れ
ば
以
て
其
の
努
力
を
察
す
べ
き
な
り
。
更
に
町
内
の
若
衆
が
勇
壮
に
し
て

　
　

快
活
な
る
調
子
を
以
て
夜
高
節
と
い
ふ
べ
き
一
種
の
俚
謡
を
太
鼓
、
拍
子
木
の

　
　

囃
に
て
唄
ひ
つ
、
舁
き
廻
り
練
り
行
く
光
景
は
実
に
壮
絶
快
絶
と
称
す
べ
し
。

　
　

こ
れ
を
観
ん
と
し
て
近
郷
近
在
は
も
と
よ
り
遠
く
汽
車
便
を
以
て
来
る
客

　
　

頗
る
多
く
、
中
越
線
加
越
線
共
に
臨
時
列
車
を
運
転
し
、
町
内
の
雑
踏
殷
賑
を

　
　

極
む
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
神
明
社
々
掌　

河
合
正
則
識
す
）

河
合
正
則
「
夜
高
行
燈
」（
一
九
三
一
年
。『
礪
波
の
今
昔
物
語
』
郷
土
談
叢
第
一
輯
、

7.「越中福野夜高祭絵葉書」の解説 (昭和 9.5.19 の印がある )
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一
九
三
四
年
、
富
山
県
立
礪
波
高
等
女
学
校
郷
土
研
究
室
、
所
収
）
に
も
ほ
ぼ
同
様

の
記
述
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
に
は
夜
高
行
燈
に
つ
い
て
、
伊
勢
神
宮
の
勧
請
に
あ
た
り
日
暮

れ
に
迎
え
に
行
っ
た
際
の
行
燈
が
由
来
だ
と
し
て
い
る
。
河
合
の
説
明
で
は
そ
れ
が

倶
利
伽
羅
峠
付
近
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
祭
礼
の
際
に
人
々
が
行
燈
を
持
っ

て
参
詣
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
大
型
化
し
た
の
が
夜
高
行
燈
で
あ
る
と
記
し
て

い
る
。
神
霊
を
迎
え
る
神
灯
に
由
来
す
る
と
い
う
も
と
の
抽
象
的
な
伝
承
に
、
具
体

的
な
場
面
や
経
過
が
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

夜
高
行
燈
に
関
係
す
る
可
能
性
の
あ
る
最
も
古
い
記
述
は
、
前
述
し
た
天
保
三

年
（
一
八
三
二
）
六
月
一
日
の
遷
座
祭
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
祝
詞
の
「
年
毎
の
祭
は
、

往
古
の
例
の
ま
に
ま
に
五
月
三
日
を
吉
日
と
定
て
、
小
事
も
昔
の
風
俗
失
事
無
く
仕

奉
ら
む
、
弥
増
増
に
千
の
灯
捧
奉
ら
む
と
男
女
諸
広
前
に
参
集
て
」
と
い
う
部
分
で

あ
る(

写
真
５)

。
五
月
三
日
の
祭
礼
は
、
昔
か
ら
の
風
俗
を
守
り
、
千
の
灯
を
捧

げ
て
男
女
が
集
ま
っ
て
参
拝
す
る
と
い
う
。
長
岡
は
、
こ
の
「
灯
を
捧
げ
」
て
と
い

う
文
言
が
、
あ
る
段
階
の
夜
高
行
燈
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。こ

れ
ら
は
不
確
定
要
素
が
多
く
、
時
期
を
確
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
改
め
て
確

か
な
史
料
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
神
輿
巡
幸
、
そ
の
御
供
と
し
て
の
曳
山
、
屋
台
、

夜
高
行
燈
の
う
ち
、
夜
高
行
燈
以
外
に
つ
い
て
確
実
な
史
料
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
は

前
述
の
よ
う
に
文
政
年
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
同
六
年
ま
で
に
福
野
町
内
の
三

つ
の
町
の
改
名
が
あ
っ
た
り(

『
福
野
町
史
』
古
文
書
編
四
四
四
号
、
六
〇
八
頁)

、

十
三
年
に
神
明
社
の
立
て
替
え
が
始
ま
る
な
ど
、
町
全
体
が
大
き
く
発
展
し
た
時
期

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
に
と
も
な
い
祭
礼
も
よ
り
一
層
充
実
し
た
時
期
で
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
。

上
町
・
七
津
屋
に
所
蔵
さ
れ
る
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
『
や
た
い
稽
古
并
中

入
等
記
帳
』
は
、
同
町
の
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で
の
記
録
で
あ
る
（
写
真
８
、

翻
刻
を
資
料
編
に
所
収
）
。
「
や
た
い
稽
古
」
を
四
月
二
五
日
晩
か
ら
始
め
る
こ
と
や

同
町
の
曳
山
・
屋
台
の
御
宿
の
番
繰
（
担
当
順
）
の
こ
と
な
ど
を
記
し
た
後
に
、
各

年
の
御
宿
担
当
者
名
を
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
年
に
よ
り
、
曳
山
・
屋
台
を
出
さ
な

か
っ
た
、
あ
る
い
は
組
み
立
て
る
が
引
き
回
さ
な
か
っ
た
築
山
と
い
う
特
例
も
記
録

し
て
い
る
。
巡
回
中
止
の
年
は
、
飢
饉
や
ペ
リ
ー
来
航
な
ど
の
年
に
該
当
し
て
お
り
、

江
戸
時
代
以
来
の
祭
礼
継
続
の
具
体
相
を
示
す
記
録
で
あ
る
。
同
町
に
は
、
文
政
九

年
（
一
八
二
六
）
『
山
や
た
い
才
許
・
人
足
才
許
・
警
固
等
留
帳
』
も
伝
え
て
い
る
。

嘉
永
四
年
（
一
八
六
一
）
ま
で
の
各
役
職
担
当
者
の
記
録
で
あ
る
。
文
政
九
年
の
役

職
名
な
ど
を
抽
出
す
る
と
左
記
の
よ
う
で
、
こ
れ
以
降
も
ほ
ぼ
こ
の
構
成
が
継
承
さ

れ
て
い
る
。

山
や
た
い
兼
帯
才
許　

三
人

8.文政 4年『やたい稽古并中入等記帳』表紙
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山
や
た
い
人
足
才
許　

二
人

や
た
い
下
役　

三
人(

采
配
を
持
っ
て
袴
着
用)

や
た
い
警
固
役　

二
人(

一
人
は
木
挽
。
鳶
口
を
持
っ
て
袴
着
用)

山
曳
人
足　

二
十
二
人

や
た
い
舁
人
足　

八
人

屋
台
中
役
者　

八
人

以
上
の
二
種
の
帳
面
に
よ
り
、
文
政
四
年
に
は
曳
山
、
屋
台
の
行
事
が
整
っ
た

形
で
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
前
提
と
な
る
神
輿
巡
幸
も
実
行
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
、
次
の
史
料
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
。

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
五
月
『
御
神
輿
御
供
行
列
之
次
第
』
（
敬
神
会
旧
蔵
・

福
野
町
図
書
館
所
蔵
。
『
福
野
町
史
』
古
文
書
編
、
四
四
四
号
、
六
〇
八
頁
）
と
い

う
史
料
が
そ
れ
で
、
福
野
町
全
体
の
神
輿
巡
幸
に
つ
い
て
、
①
神
輿
巡
幸
の
道
筋
に

つ
い
て
の
先
年
の
定
、
②
獅
子
舞
の
次
第
、
③
御
中
入
の
宿
、
④
巡
幸
の
行
列
の
次

第
、
を
記
し
て
い
る(

写
真
９)

。
そ
の
中
の
①
神
輿
巡
幸
ル
ー
ト
の
部
分
に
、
文

政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
町
名
を
変
更
し
た
三
箇
所
の
新
町
か
ら
自
町
内
へ
の
神
輿

巡
幸
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
す
く
な
く

と
も
神
輿
巡
幸
が
、
文
政
六
年
以
前
に
一
定
の
ル
ー
ト
と
定
形
の
行
列
、
す
な
わ
ち

確
立
し
た
祭
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
り
、
文
政
年
間
に
は
整
っ
た
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
夜
高
行
燈
に
つ
い
て
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
、
行
燈
行
事
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
恐
ら
く
こ
の
段
階
で
は
、
夜

高
行
燈
が
現
在
ほ
ど
大
が
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
業
務
が
曳
山
な
ど
の
担
当
者
の
業

務
内
で
あ
り
、
独
自
の
担
当
役
が
未
成
立
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
史
料
上
に
あ

ら
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
期
が
く
だ
る
と
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
る
。

福
野
町
役
人
が
残
し
た
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
『
神
明
宮
様
御
巡
見
并
曳
山
等
仕

9.『御神輿御供行列之次第』(下 (浦 )町・新町・七津屋の三町の神輿巡幸について記載がある )
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こ
の
ほ
か
に
、
根
拠
史
料
が
確
認
で
き
な
い
が
、
既
刊
書
籍
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
事
項
を
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。

五
月
祭
礼
で
神
輿
が
福
野
町
内
を
巡
幸
す
る
際
、
町
人
が
中
入
と
夜
食
の
世
話

を
し
た
。
中
入
御
宿
は
神
輿
巡
幸
の
休
憩
所
提
供
役
で
、
そ
こ
で
祭
式
が
あ
り
供
奉

者
へ
の
接
待
も
あ
っ
た
。
夜
食
は
、
五
月
二
日
の
夜
、
御
旅
所
に
神
輿
を
安
置
し
て

か
ら
、
山
伏
（
神
主
）
に
夜
食
を
提
供
す
る
役
。
い
ず
れ
も
町
の
分
限
者
（
富
裕
者
）

が
交
代
で
奉
仕
し
た
。
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
ま
で
は
、
二
軒
で
勤
め
中
入
御
宿

を
勤
め
て
い
た
が
、
同
九
年
以
降
は
一
軒
に
改
め
ら
れ
、
半
四
郎
・
清
左
衛
門
・
伊

左
衛
門
・
吉
左
衛
門
・
六
兵
衛
の
五
人
で
担
当
し
た
。
天
保
期
に
な
っ
て
か
ら
他
八

郎
・
清
六
・
万
右
衛
門
・
与
太
郎
・
七
之
丞
ら
新
興
の
人
が
加
わ
り
、
明
治
一
四
年

（
一
八
八
一
）
か
ら
は
十
八
人
衆
と
呼
ば
れ
た
分
限
者
上
位
一
八
人
が
順
番
で
中
入

御
宿
を
勤
め
た
（
以
上
、
『
福
野
町
史
』
古
文
書
編
、
四
四
四
号
文
書
、
六
一
〇
頁
、

注
釈
）
。
こ
の
説
明
の
も
と
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
が
、
斎
藤
五
郎
平
『
福
野

候
中
入
夜
喰
等
諸
事
記
録
』
（
敬
神
会
旧
蔵
・
福
野
町
図
書
館
所
蔵
、
翻
刻
を
資
料

編
に
所
収
）
で
あ
る
。

「
毎
年
五
月
三
日
役
人
之
内
三
人
、
十
人
頭
、
町
内
よ
り
壱
人
宛
御
宮
方
御
会
所

へ
朝
六
ツ
時
ヨ
リ
相
詰
候
而
曳
山
等
之
穿
鑿
仕
候
事
」
と
い
う
事
書
き
に
続
き
、
各

役
の
担
当
者
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
嘉
永
五
年
の
役
職
を
抽
出
す
る
と
、
①
会

所
詰
、
②
十
人
頭
、
③
山
才
許
人
、
④
御
蔵
町
御
神
燈
才
許
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

会
所
詰　

嘉
永
五
年
を
含
め
五
年
分
の
三
人
ず
つ
の
リ
ス
ト

十
人
頭　

嘉
永
五
年
を
含
め
四
年
分
の
一
、
二
人
ず
つ
の
リ
ス
ト

山
才
許
人　

嘉
永
五
年
の
み
の
上
町
・
新
町
・
下
町
・
横
町
、
各
三
、
四
人
の
リ

　
　
　
　
　
　

ス
ト

御
蔵
町
御
神
燈
之
才
許
人
二
人

こ
こ
に
「
御
神
燈
」
と
記
さ
れ
る
も
の
が
、
夜
高
行
燈
の
確
実
な
初
め
て
の
記

述
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(

写
真
１
０)

。
御
蔵
町
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
て
い
る

の
は
、
同
町
に
は
曳
山
、
屋
台
の
行
事
が
な
い
た
め
に
行
燈
の
み
を
行
っ
て
お
り
、

そ
の
担
当
の
才
許(

裁
許)

を
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
行
燈
行
事
が
、
担
当

裁
許
を
必
要
と
す
る
規
模
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
行
燈
行
事
が
御
蔵
町
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
前
述
の
よ
う

に
、
他
の
四
町
は
行
燈
の
業
務
が
曳
山
の
裁
許
の
業
務
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。以

上
の
史
料
概
観
に
よ
り
、
祭
礼
自
体
は
慶
安
年
間
の
福
野
町
立
、
神
明
社
勧

請
の
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
文
政
年
間
ま
で
に
は
神
輿
巡
幸
、
上

町
・
新
町
・
下
町(

浦
町)

・
横
町
の
四
町
の
曳
山
、
屋
台
の
行
事
が
確
立
し
て
い

た
こ
と
を
確
か
め
ら
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
夜
高
行
燈
行
事
は
、
祭
礼
に
と
も
な
っ
て
始

ま
っ
た
ら
し
い
が
、
確
実
な
こ
と
は
嘉
永
五
年
ま
で
に
は
担
当
役
を
必
要
と
す
る
ほ

ど
の
規
模
に
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

10.「御蔵町御神燈之才許人」の記載
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史
話
』
上
巻
「
御
神
輿
御
巡
幸
十
八
人
衆
」
（
一
九
八
〇
年
、
私
家
版
、
二
二
一
頁
）

で
あ
る
。
同
書
に
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
ま
で
の
状
況
や
文
化
九
年
（
一
八
一
〇
）

か
ら
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
ま
で
の
毎
年
の
中
入
御
宿
・
夜
食
の
担
当
者
名
が
列

記
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
確
認
で
き
る
五
月
祭
礼
の
最
も
古
い
史
料
は
前
述
の
上
町
・

七
津
屋
所
蔵
の
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
「
や
た
い
稽
古
并
中
入
等
記
録
」
な
の
で
、

斎
藤
の
記
述
は
そ
れ
よ
り
も
古
い
事
項
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
斎
藤
は
根
拠

史
料
を
記
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
五
月
祭
礼
の
最
も
古
い
史
料

と
な
る
。

さ
ら
に
昭
和
五
年
か
ら
二
九
年
ま
で
の
変
遷
の
説
明
、「
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

記
録
」
お
よ
び
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
・
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
「
福
冨
平
一

郎
御
宿
同
家
記
録
」
に
よ
る
中
入
れ
の
献
立
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
初
期
ま
で
の
夜
高
行
燈
に
つ
い
て
、
左
記
の
事
項
が
関
係
書
籍
に

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
苗
田
外
幾
男
『
福
野
歴
年
誌
』
（
一
九
六
〇
年
）
を
典

拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
往
蔵
久
雄
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）
。
た
だ
し
同
書
に

は
記
事
の
根
拠
と
な
る
原
史
料
の
記
載
が
な
く
、
今
回
の
調
査
で
も
そ
れ
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
不
確
実
な
情
報
に
と
ど
ま
る
が
、
い
ず
れ
も
夜

高
行
燈
の
変
遷
を
う
か
が
わ
せ
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
列
記
し
て
お

く
。天

保
三
年
（
一
八
三
二
）
、
五
月
祭
を
延
期
し
、
六
月
一
、
二
、
三
日
に
福
野
神
明

宮
遷
宮
祭
と
同
時
に
執
行
し
た
。
一
、
二
日
に
大
献
灯
が
出
て
賑
わ
っ
た
。

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
、
五
月
祭
に
あ
た
り
二
日
町
屋
万
右
衛
門
が
悴
鼎
太
郎

の
出
生
を
祝
っ
て
、
献
灯
主
と
し
て
浦
町
へ
行
燈
一
本
を
贈
っ
た
。

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
、
五
月
祭
に
福
野
神
明
宮
神
輿
渡
御
御
巡
幸
の
大
傘
鉾

を
模
装
し
て
、
横
町
、
新
町
、
下
町
に
田
楽
一
六
枚
張
、
高
さ
四
丈
の
大
行
燈
を
出

し
た
（
い
わ
ゆ
る
文
久
の
大
行
燈
）
。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
五
月
祭
で
、
子
供
燈
鉾
お
よ
そ
百
燈
が
神
前
に
供

奉
し
、
町
内
を
持
ち
廻
り
帰
町
し
た
。
こ
の
祭
の
時
、
田
中
文
造
が
悴
元
太
郎
の
出

生
を
祝
っ
て
、
献
灯
主
と
し
て
上
町
に
行
燈
一
本
を
贈
っ
た
。

天
保
の
記
事
は
、
根
拠
が
確
か
な
ら
夜
高
行
燈
の
初
見
と
な
る
。
ま
た
弘
化
、
明

治
の
記
事
は
行
燈
作
成
の
資
金
が
古
く
か
ら
富
裕
者
の
寄
付
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
を

物
語
る
。
そ
し
て
文
久
、
明
治
の
記
事
に
よ
り
行
燈
の
大
型
化
、
子
供
行
燈
の
発
生

の
経
緯
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

夜
高
行
燈
の
明
治
以
降
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
万
燈
』
に
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
四
節　

福
野
神
明
社
五
月
祭
礼
関
連
資
料
の
概
要

今
回
の
調
査
で
は
、
関
係
者
の
許
可
と
ご
協
力
を
得
て
、
各
町
な
ど
に
所
蔵
さ

れ
る
資
料
を
調
査
し
た
。
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
項　

上
町
・
七
津
屋
所
蔵
資
料

文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
か
ら
昭
和
戦
前
期
ま
で
の
帳
簿
類
な
ど
約
三
〇
点
が

あ
る
。
裁
許
が
書
き
継
い
だ
記
録
や
、
江
戸
時
代
の
山
、
屋
躰
（
屋
台
）
、
山
蔵
の

修
理
時
の
費
用
の
出
納
帳
な
ど
で
あ
る
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
、
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
に
作
ら
れ
た
書
物
保
存
箱
も
残
る
。

〔
書
物
収
納
箱
蓋
裏
書
〕

　

文
久
三
年

山
方
并
家
躰
諸
書
物
入

　

亥
七
月
廿
六
日　
　

上
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

才
許

こ
れ
ら
史
料
に
つ
い
て
は
か
つ
て
整
理
解
読
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
帳
簿
の
う

ち
二
六
点
の
目
録
「
福
野
村
上
町
軕
裁
許
祭
礼
行
事
記
録
目
次
」
や
一
部
の
解
読
文
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が
一
緒
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
目
録
は
、
布
袋
和
彦
「
福
野
町
上
町
『
軕
・

屋
体
雑
用
仕
譯
帳
』
解
読
」
（
『
ふ
く
の
町
立
て
散
歩
』
一
九
九
六
年
、
福
野
時
の
会
、

六
九
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
「
一
、
文
政
三
年
」
は
安
政

三
年
、
「
一
一
、
安
政
四
年
」
は
文
政
四
年
が
正
し
い
。

資
料
の
う
ち
の
「
上
町
裁
許　

自
明
治
弐
拾
四
年
、
至
昭
和
拾
五
年
、
五
月
祭

曳
軕
屋
躰
行
燈
行
事　

記
録
写
」
は
、
『
記
念
誌　

万
燈
』
（
二
〇
〇
三
年
、
福
野
夜

高
保
存
会
）
の
「
資
料
編
」
（
八
八
・
九
五
頁
）
に
、
概
要
と
一
部
の
文
章
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

前
述
し
た
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
『
や
た
い
稽
古
并
中
入
等
記
帳
』
は
同
年
か

ら
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で
の
、
中
入
宿
な
ど
の
担
当
者
名
の
記
録
で
あ
る
。

祭
礼
の
始
ま
り
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
遡
る
の
か
を
考
え
る
上
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

長
期
に
わ
た
る
年
代
記
と
し
て
も
貴
重
な
の
で
、
資
料
編
に
全
文
と
写
真
を
掲
出
す

る
。第

二
項　

横
町
所
蔵
資
料

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
か
ら
続
く
裁
許
が
書
き
継
い
だ
祭
礼
記
録
帳
、
お
よ
び

近
代
に
書
か
れ
た
「
曳
山
履
歴
」
と
題
す
る
冊
子
が
あ
る
。
後
者
に
は
、
明
治
四
〇

年
（
一
九
〇
七
）
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
な
ど
の
寄
付
金
帳
も
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
履
歴
」
に
は
、
曳
山
や
関
係
品
の
修
繕
の
た
め
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か

ら
始
め
た
寄
付
金
の
出
納
の
経
過
が
略
述
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
述

も
あ
る
。

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
、
組
頭
紺
屋
勘
右
衛
門
、
飴
屋
徳
次
郎
、
院
林
屋
三
次

郎
、
野
尻
屋
吉
四
郎
等
協
力
シ
、
鏡
板
ヲ
塗
ラ
シ
メ
代
百
弐
拾
匁
ヲ
城
端
次
（
治
）

五
右
衛
門
ニ
支
払
タ
リ
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
、
右
組
頭
等
ハ
尚
モ
車
金
具
ヲ

高
岡
飾
屋
甚
右
衛
門
ニ
作
製
セ
シ
メ
、
木
綿
八
疋
ニ
テ
『
カ
ン
バ
ン
』
二
十
四
枚
ヲ

三
百
四
十
一
匁
ニ
テ
新
調
セ
リ
、

現
在
の
曳
山
の
鏡
板
が
、
城
端
の
小
原
治
五
右
衛
門
塗
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
現
在
使
用
し
て
い
る
車
軸
端
部
の
金
具
（
独
鈷
車
）
の
収
納
箱
に
は
、
側
面
に

「
鈷
徳
車
」
、
蓋
の
表
に

文
久
二
年

登
具
こ
（
と
く
こ
＝
独
鈷
）
四
ツ
入　

戌
四
月
改

蓋
の
裏
に
「
作
人
高
岡
友
右
衛
門
」
と
記
さ
れ
、
「
履
歴
」
に
製
作
経
緯
が
記
さ

れ
て
い
る
実
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
人
名
が
一
文
字
異
な
る
の
は
、
「
履
歴
」

の
誤
字
で
あ
ろ
う
）
。
祭
礼
道
具
の
維
持
の
経
緯
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
で
あ

る
。第

三
項　

浦
町
所
蔵
資
料

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
か
ら
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
ま
で
の
裁
許
が

書
き
継
い
だ
「
祭
礼
記
録
帳
」
が
二
六
冊
あ
る
。
た
だ
し
、
戦
時
中
の
昭
和
一
七

11.横町祭礼記録帳表紙

12. 浦町祭礼記録帳表紙



- 74 -

年
（
一
九
四
二
）
か
ら
二
一
年
の
記
載
は
な
い
。
主
に
年
毎
の
金
銭
出
納
記
録

だ
が
、
各
年
の
時
々
の
祭
り
の
状
況
を
記
す
部
分
も
あ
る
。
『
万
燈
』
「
資
料
編
」

（
九
一
・
一
〇
七
頁
）
に
概
要
と
一
部
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

第
四
項　

南
砺
市
立
福
野
図
書
館
所
蔵
資
料　
　

福
野
敬
神
会
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
文
書
数
通
。

「
天
保
六
年
以
降　

御
中
人
並
御
通
夜
々
喰
番
繰
帳
」
は
、
各
年
の
中
入
・
夜
食

の
担
当
順
（
番
繰
）
の
帳
面
を
、
近
代
に
入
っ
て
ま
と
め
て
綴
じ
た
も
の
で
、
嘉
永

五
年
（
一
八
五
二
）
の
帳
面
に
夜
高
行
灯
の
初
見
記
事
を
含
む
。
祭
礼
担
当
者
の
役

割
が
分
か
る
資
料
な
の
で
、
同
帳
簿
の
嘉
永
年
間
の
部
分
を
資
料
編
に
掲
出
す
る
。

他
に
「
弘
化
四
年
未
五
月　

御
神
輿
御
供
行
列
之
次
第
」
（
『
福
野
町
史
』
古
文

書
編　

六
〇
八
頁
四
四
四
号
文
書
）
、
『
福
野
町
史
』
古
文
書
編
の
編
纂
時
の
収
集
資

料
（
同
六
〇
六
頁
四
四
三
号
文
書
の
写
真
の
コ
ピ
ー
）
な
ど
が
あ
る
。　

第
五
項　

絵
葉
書　

個
人
蔵

「
越
中
福
野
夜
高
祭
絵
葉
書
」
と
題
す
る
封
筒
に
、
解
説
紙
（
夜
高
節
歌
詞
も
記

載
）
と
、
絵
葉
書
（
縦
一
四
二
ミ
リ
、
横
九
一
ミ
リ
）
六
枚
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

内
訳
は
行
燈
五
基
の
各
一
枚
、
屋
台
一
枚
で
あ
る
。
制
作
当
初
の
枚
数
は
分
か
ら

ず
、
実
用
で
失
わ
れ
た
葉
書
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
。
封
筒
、
解
説
紙
、
各
葉

書
の
す
べ
て
に
高
岡
駅
の
記
念
ス
タ
ン
プ
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
付
が
昭
和
九

年
（
一
九
三
四
）
五
月
一
九
日
な
の
で
、
こ
の
絵
葉
書
は
、
そ
れ
以
前
に
制
作
さ
れ

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
発
行
元
の
「
Ｕ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｙ
Ａ
」
は
金
沢
の
老
舗
書

店
「
う
つ
の
み
や
書
店
」
で
あ
ろ
う
。
撮
影
を
担
当
し
た
「
ミ
ヅ
キ
写
真
館
」
は
福

野
の
新
町
に
あ
っ
た
写
真
館
（
往
藏
久
雄
氏
ご
教
示
）
。
本
報
告
書
に
一
部
掲
載
し

て
い
る
が
（
六
八
頁
）
、
一
括
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
な
の
で
資
料
編
に
掲
出
す
る
。


